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令和８年第３回豊山町教育委員会定例会会議録 

                  

１ 開催日時 令和８年３月１９日（木） 午前１１時から午前１１時４７分まで 

２ 開催場所 豊山町役場 ３階 会議室３ 

３ 出 席 者 

 

 

教育長          伊 藤 圭 樹 

教育長職務代理者     佐 藤 正 司 

教育委員         後 藤 明 美 

教育委員         鈴  木  森  晶 

教育委員         志 水 千 鶴 

説明のため出席した職員 

 事務局長         小 塚 和 宣 

教育参事         山 中 洋 子 

給食センター所長     牛 田 彰 和 

生涯学習課長       青 井 宏 司 

教育専門員        渡 邉 亘 宏 

学校教育グループ長       水 野 将 徳 

４ 傍 聴 者 なし 

５ 議  題 日程第１ 前回会議録の承認 

日程第２ 教育長の報告 

日程第３ 付議案件 

（１）議案第 ９号 教育委員会事務局の職員の任免について 

（２）議案第１０号 豊山町学校運営協議会規則の一部改正について 

（３）議案第１１号 豊山町給食センターの給食費等に関する規程の

一部改正について 

（４）議案第１２号 令和８年度学校給食費の公表について 

（５）議案第１３号 豊山町スポーツ施設の設置及び管理に関する条

例施行規則の一部改正について 

（６）承認第 ２号 豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則

の一部改正に係る代決について 

（７）報告第 ９号 校長等の任免について ※秘密会 

（８）報告第１０号 令和７年度教育支援センター「しいのき」の運

営・活動実績について 

（９）報告第１１号 豊山町教育委員会公印規程の一部改正について 
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（10）報告第１２号 小中学校学年末・学年始休業期間における指導

計画について 

（11）報告第１３号 令和７年度第４回豊山町給食センター運営委員

会について 

日程第４ その他 

６ 議事内容 

 開会の宣告（午前１１時） 

事 務 局 長 ： おはようございます。皆様、お忙しい中ご参集いただきましてあり

がとうございます。定刻となりましたので、令和８年第３回豊山町教

育委員会定例会を始めさせていただきます。それでは会議の取り回し

を伊藤圭樹（いとうたまき）教育長にお願いします。よろしくお願い

します。 

教 育 長 ： おはようございます。それでは令和８年第３回教育委員会定例会を

開会します。よろしくお願いします。 

 【日程第１ 前回会議録の承認】 

教 育 長 ： 議事に入ります前に、事前に配付させていただいた、令和８年２月

１３日（金）に開催いたしました令和８年第２回豊山町教育委員会定

例会の会議録は、このまま承認してよろしいですか。 

  （「異議なし」の声） 

教 育 長 ： 令和８年第２回豊山町教育委員会定例会の会議録は、承認をいたし

ますので、閉会後、皆様のご署名をお願いします。 

 【日程第２ 教育長の報告】 

教 育 長 ： それでは、私から前回定例会から本日までの諸般の報告をさせてい

ただきます。 

委員の皆様方におかれましては、本日、町内 3 小学校への卒業式の

ご臨席誠にありがとうございました。 

私は志水小学校に行っておりましたけれども、とても感動的な卒業

式でありました。別れは出会いの始まりとも言われます。中学校の卒

業式も含め、町内の児童生徒の新たな出発に心からのエールを送って、

4 月からの新生活が光り輝くものになるということを念じてやまない

ところでございます。 

今年は桜の開花がずいぶん早いですが、来年度の入学式については、

小学校が 8日、中学校が 9日でございます。 

何とか桜の花が咲く中で、日本らしい入学式を迎えることができる

といいなと思っているところであります。 

着任をいたしましてほぼ半年になりますけれども、この間教職員の
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働き方改革のあり方、中学校部活動の地域展開、小学校水泳指導の方

向性、それから熱中症対策等、教育環境の充実など、本当に課題の多

い教育現場ではございますけれども、そういった課題に一つ一つ真摯

に向き合い、現場の声を最優先し、最善解、納得解を見つけていきた

いと考えて参りました。 

またこれからも考えていきたいと思います。 

教育委員の皆様方には、1年間本当にお世話になりました。 

来年度も様々、お知恵をお貸しいただき、豊山町、そして豊山を担

っていく子どもたちの健やかな成長にお力添えをいただきますようお

願い申し上げたいと思います。 

ではこの後、事務局長の方から事業の報告をさせていただきます。 

事 務 局 長 ： それでは、この間の報告をさせていただきます。2 月 13 日から 3 月

18 日までの間の事業報告となります。 

まず 2月 18 日（水）でございますが、第 4回給食センター運営委員

会を開催しております。 

2 月 19 日（木）、表敬訪問ということで、第 5回全日本少年少女空手

道選抜大会に新栄小学校１年生の堀江真美さんが出場される旨の町長

への報告がありました。 

それから 2 月 22 日（日）第 18 回豊山エアポートビューマラソンが

実行委員会主催で開催され、493 名の参加がございました。 

2 月 26 日（木）、町内校長会議を開催しております。 

3 月 1 日（日）、文化振興事業ということで、サムライロックオーケ

ストラマッスルカーニバルを社会教育センターのホールで開催をして

おります。応募につきましてはホールの定員の 336 人を超える 397 名

の申し込みがあり、抽選になるほどの好評な企画となっております。 

3 月 2 日（火）から 3月 17 日火曜日までの 16 日間、豊山町議会第 1

回定例会が開催され、教育委員会に関する議案といたしまして、まず

１番の東部ゲートボール場廃止に伴う豊山町スポーツ施設の設置およ

び管理に関する条例の一部改正についてを始め、一般会計補正予算令

和 8 年度一般会計予算を議案として挙げさせていただき、議決をいた

だいております。また、一般質問につきましては６名の議員からご質

問をいただいております。 

質問の内容につきましては別添資料として配布をさせていただきま

したので、後ほどお目通しいただければと思います。 

私からの報告は以上でございます。 

 【日程第３ 付議案件】 
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教 育 長 ： それでは、付議案件に入ります。「議案第９号 教育委員会事務局の

職員の任免について」は、豊山町教育委員会の会議に関する規則第１

３条の規定による人事に関する案件ですので、後程、秘密会で審議す

ることでご異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声） 

教 育 長 ： それでは、議案第９号は、後程、非公開で審議をいたします。 

また、「議案第１０号 豊山町学校運営協議会規則の一部改正につい

て」について、事務局から説明をお願いします。 

事 務 局 ： ―資料に基づき説明― 

教 育 長 ： ありがとうございます。 

ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等ございますでしょ

うか。 

 （意見なし） 

教 育 長 ： それでは、原案どおり可決ということでよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

教 育 長 ： ありがとうございます。原案どおり可決されました。 

続きまして、「議案第１１号 豊山町教育委員会公印規程の一部改正

について」、「議案第１２号 令和８年度学校給食費の公表について」、

「報告第１３号 令和７年度第４回豊山町給食センター運営委員会に

ついて」、関連がありますので一括して事務局から説明をお願いしま

す。 

事 務 局 ： ―資料に基づき説明― 

教 育 長 ： 議案第１１号について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。

来年１年間、令和８年４月から令和９年３月まで、事業に係る給食費

は徴収しないことについて、補足をお願いします。 

事 務 局 ： 令和８年４月から令和９年３月までにつきましては、国の方が月額

５，２００円の補助額を示しております。本町につきましては、改定

後は５，７００円ということで補助額を超過してしまいますので、８

年度につきましては、町が負担して小学校分は保護者から徴収しない

ことになっております。今後、町の負担額につきましては、国の動向

等を踏まえまして、検討してまいります。 

教 育 長 ： 国の動向を注視しながら、中学校も見据えながら、ということにな

ります。ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 （意見なし） 

教 育 長 ： それでは、「議案第１１号 豊山町教育委員会公印規程の一部改正に

ついて」、原案どおり可決でよろしかったでしょうか、 
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 （「異議なし」の声） 

教 育 長 ： つづきまして、「議案第１２号 令和８年度学校給食費の公表につい

て」、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 （意見なし） 

教 育 長 ：  それではこれにつきましても、原案どおり可決でよろしかったでし

ょうか。 

鈴 木 委 員 ： 以前から話題にはなっていますが、材料費のみの負担ということは

どういった形で公表されるのでしょうか。 

事 務 局 ： 学校給食法に基づき、保護者負担をしていただくということは決ま

っております。 

鈴 木 委 員 ： 関係者はわかると思いますが、どういった形で公表してどういう

方々が見られるのかといったときに、保護者が３３０円だというとこ

ろで、調理費用や光熱費が入っていないというお気づきになられるか

どうか。条例の中にそういうものは規定するものではないのであれば、

別のところでの記載でもいいのかもしれないですが。 

事 務 局 ： 給食費の改定もありますので、検討してまいります。 

鈴 木 委 員 ：  関係者も変わってきますので、検討をお願いします。 

教 育 長 ：  ありがとうございます。より丁寧に説明していった方が、町民の方々

にもわかりやすいと思います。 

佐 藤 委 員 ：  国の補助は１食あたり３００円くらいですか。 

事 務 局 ： 大体積算しますとそのくらいです。 

佐 藤 委 員 ： 町の持ち出しは３０円ですね。１つ気になるのが、単価で引っ張ら

れてしまって、食材を選ぶところで安いところに走ってしまうと、食

の安全がおろそかになるのが心配なので、その点しっかり気を付けて

いただきたいと思います。 

事 務 局 ： 委員がおっしゃるとおり、金額が安いことにこしたことはないと思

いますが、関係者で品質を見ながら選定を行っておりますので、品質

が良く、安価なものを選んでおります。 

教 育 長 ： 給食センターの運営委員会でも、子どもたちの栄養価、バランスを

きちんと確保していき、安ければ良いものではないということは、議

論しておりましたので、申し添えておきたいと思います。それでは、

第１２号は原案どおりでよろしかったでしょうか。 

  （「異議なし」の声） 

教 育 長 ： ありがとうございます。 

第１３号の報告につきまして、ご意見、ご質問等ございますでしょ

うか。 
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鈴 木 委 員 ： 食育の取組は、どういったことを話題にされているのかをお聞かせ

願いたいです。 

事 務 局 ： 外国から来ている児童の方へは、給食センターで実際に見ていただ

いて、給食がどのように作られているかとか、どういったものを食べ

たら良いかということを食育しています。なかなか都合が合わずにこ

れない学校もありますが、栄養教諭と調理員が出向いて、必要な栄養

や食べ方などを教えたり、地元の食材を使ったり、郷土料理を出した

りなど、広い意味での食育も行っています。 

鈴 木 委 員 ： 好き嫌いなど、そのあたりも含めた食育をしているということです

か。 

事 務 局 ： そうですね。 

教 育 長 ： では続きまして、「議案第１３号 豊山町スポーツ施設の設置及び管

理に関する条例施行規則の一部改正について、事務局から説明をお願

いします。 

事 務 局 ： ―資料に基づき説明― 

教 育 長 ： この件について、何かご意見、ご質問はございますか。 

 （質問なし） 

教 育 長 ： それでは、議案第１３号は、原案どおり可決されました。 

続いて承認へ移りたいと思います。「承認第２号 豊山町立小学校及

び中学校の就学に関する規則の一部改正に係る代決について」「報告第

１１号 豊山町教育委員会公印規程の一部改正について」、事務局から

説明をお願いします。 

事 務 局 ： ―資料に基づき説明― 

教 育 長 ： 承認第２号について、ご意見、ご質問はございますか。 

 （質問なし） 

教 育 長 ： それでは、承認第２号について、原案どおり承認してよろしいでし

ょうか、 

 （「異議なし」の声） 

教 育 長 ： ありがとうございます。承認第２号につきましては、原案どおり可

決となります。続きまして「報告第９号 校長等の任免について」は、

教育委員会の会議に関する規則第１３条の規定による人事に関する案

件でございますので、後ほど、秘密会議で報告すること、これについ

てご異議ございませんでしょうか。 

 （「異議なし」の声） 

教 育 長 ： ありがとうございます。それでは報告第９号は、後ほど非公開で審

議を行います。 
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「報告第１０号 小中学校学年末・学年始休業期間における指導計

画について」、事務局からお願いします。 

事 務 局 ： ―資料に基づき説明― 

教 育 長 ：  前年と変わっているような特記事項はございませんか。 

事 務 局 ：  特にございません。 

教 育 長 ： ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 （質問なし） 

教 育 長 ： それでは戻りまして、「報告第１０号 令和７年度教育支援センター

「しいのき」の運営・活動実績について」、事務局より、説明をお願い

します。 

事 務 局 ： ―資料に基づき説明― 

教 育 長 ： 私も１０年ほど前、教育委員会事務局の教育参事の時代から、何度

か支援センターに関わらせていただいたり、教育長着任後も、３度ほ

ど支援センターへ出向いて、子どもたちの様子を見させていただいて

います。累計で８３名でしたが、常に指導員の方々と児童生徒との温

かい教育環境がベースとなっているのではないかと思っています。 

また、対象者について、小学生が多くなっていることや、中学校Ｓ

組との関わりだとか、そういったところについても、都度対策を講じ

ていただいています。来年度につきましては、現小学校３年生が２名、

２年生が１名の３名になるということです。 

そのほか、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 （質問なし） 

教 育 長 ： それでは、以上で付議案件を終わりたいと思います。 

 【日程第４ その他】 

教 育 長 ： 次に「その他」の事項に入ります。事務局から、その他報告事項等

はありますか。 

事 務 局 ： ―次回教育委員会定例会の開催日時について連絡― 

教 育 長 ： 他に委員の皆様から何かご発言があればお願いします。 

 （発言なし） 

 閉会の宣告（午前１１時４７分） 

教 育 長 ： 以上で、令和８年第３回豊山町教育委員会定例会を閉会します。 

 



令和８年第３回豊山町教育委員会定例会 次第 

 

日 時：令和８年３月１９日（木） 

                       午前１１時００分 

場 所：豊山町役場 ３階 会議室３ 

 

１ 開会の宣告 

 

２ 前回会議録の承認 

 

３ 教育長の報告 

 

４ 付議案件 

（１）議案第 ９号 教育委員会事務局の職員の任免について ※秘密会 

（２）議案第１０号 豊山町学校運営協議会規則の一部改正について 

（３）議案第１１号 豊山町給食センターの給食費等に関する規程の一部改正につ

いて 

（４）議案第１２号 令和８年度学校給食費の公表について 

（５）議案第１３号 豊山町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部改正について 

（６）承認第 ２号 豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部改正に

係る代決について 

（７）報告第 ９号 校長等の任免について ※秘密会 

（８）報告第１０号 令和７年度教育支援センター「しいのき」の運営・活動実績

について 

（９）報告第１１号 豊山町教育委員会公印規程の一部改正について 

（10）報告第１２号 小中学校学年末・学年始休業期間における指導計画について 

（11）報告第１３号 令和７年度第４回豊山町給食センター運営委員会について 

 

５ その他 

 

６ 閉会の宣告 



議案第１０号 

 

豊山町学校運営協議会規則の一部改正について 

 

 豊山町学校運営協議会規則（令和７年豊山町教育委員会規則第１号）を別添のと

おり一部改正することについて、議決を求める。 

 

  令和８年３月１９日提出 

 

豊山町教育委員会教育長 伊 藤 圭 樹  

 

提出理由 

 この案を提出するのは、学校運営に関する基本的な方針に業務量管理・健康確保

措置の実施に関することを追加するため、関係条文を改正する必要があるからであ

る。 



１ 

豊山町教育委員会規則第  号 

 

   豊山町学校運営協議会規則の一部を改正する規則 

 

 豊山町学校運営協議会規則（令和７年豊山町教育委員会規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第４条第１項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 （３） 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和４６年法

律第７７号）第７条第１項に規定する業務量管理・健康増進確保措置の実施に関す

ること。 

 

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 



２ 

豊山町学校運営協議会規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（学校運営に関する基本的な方針の承認） （学校運営に関する基本的な方針の承認） 

第４条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基

本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。 

第４条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基

本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。 

 （１）・（２） 略  （１）・（２） 略 

（３） 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関す

    る特別措置法（昭和４６年法律第７７号）第７条第１

    項に規定する業務量管理・健康増進確保措置の実施に

    関すること。 

 

（４） 略 （３） 略 

２ 略 ２ 略 

 



豊山町学校運営協議会規則の一部改正について 

 

１ 概要 

令和７年６月に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別

措置法等の一部を改正する法律」が成立し、改正地方教育行政の組織及び運営

に関する法律が、令和８年４月１日から施行されることとなった。これに伴い、

公立学校の校長は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別

措置法第７条第１項に規定する「業務量管理・健康確保措置の実施」について

基本的な方針を作成し、学校運営協議会の承認を得なければならないこととな

った。このことから、本町において必要な改正を行う。 

 

２ 豊山町における改正案 

（１）改正内容 

公立学校の校長が学校運営協議会の承認を得ることになっている学校運営

に関する基本的な方針に、業務量管理・健康確保措置の実施に関する事項を追

加する。 

（２）施行期日 

  令和８年４月１日 

 

３ 近隣市町の改正状況 

名古屋市 春日井市 小牧市 清須市 北名古屋市 

学校運営協議

会は制度とし

て運用はして

いるが規則で

規定していな

いため、改正

不要 

規則で規定し

ている事項は

法律で規定さ

れていない事

項であるため、

規則改正は行

わない。 

その他校長が必

要と認める事項

として取り扱う

ため、規則改正は

行わない。 

３月改正予定 

その他規定が無

いため、３月改

正予定 

 

４ スケジュール 

 ２月２６日 町内校長会議で説明 

３月 ５日 例規審査会 

 ３月１９日 教育委員会定例会にて改正案議決 

 ４月 １日 施行 

参考資料 



 

議案第１１号 

 

   豊山町給食センターの給食費等に関する規程の一部改正について 

 

 豊山町給食センターの給食費等に関する規程（平成２０年豊山町教育委員会規程第４号）

を別添のとおり一部改正することについて、議決を求める。 

 

  令和８年３月１９日提出 

 

豊山町教育委員会教育長 伊藤 圭樹   

 

提出理由 

 この案を提出するのは、給食費の額を改定したため関係条文を改正する必要があるからで

ある。 

 

 



１ 

豊山町教育委員会規程第  号 

 

豊山町給食センターの給食費等に関する規程（平成２０年豊山町教育委員会規程第４号）

の一部を次のように改正する。 

 

  令和８年３月１９日 

 

豊山町教育委員会教育長 伊 藤 圭 樹  

 

第３条第１項第１号中「４，９４０円」を「５，７００円」に改め、同項第２号及び第３

号中「５，６６０円」を「６，５６０円」に改める。 

附則に次の１項を加える。 

 （令和８年４月から令和９年３月までの給食費に関する特例措置） 

３ 第３条の規定にかかわらず、令和８年４月から令和９年３月までの児童に係る給食費に

ついては、徴収しないものとする。 

 

   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 



２ 

豊山町給食センターの給食費等に関する規程の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（給食費の額） （給食費の額） 

第３条 給食費の額は、次のとおりとし、年間１１月分を納入

するものとする。ただし、中学校３学年生徒については、年

間１０月分を納入するものとする。 

第３条 給食費の額は、次のとおりとし、年間１１月分を納入

するものとする。ただし、中学校３学年生徒については、年

間１０月分を納入するものとする。 

（１） 小学校児童及び小学校に勤務する教職員 月額５，

７００円 

（１） 小学校児童及び小学校に勤務する教職員 月額４，

９４０円 

（２） 中学校生徒及び中学校に勤務する教職員 月額６，

５６０円 

（２） 中学校生徒及び中学校に勤務する教職員 月額５，

６６０円 

（３） 給食センターに勤務する職員 月額６，５６０円 （３） 給食センターに勤務する職員 月額５，６６０円 

２ 略 ２ 略 

附 則 附 則 

１・２ 略 １・２ 略 

（令和８年４月から令和９年３月までの給食費に関する特例

措置） 

 

３ 第３条の規定にかかわらず、令和８年４月から令和９年３

月までの児童に係る給食費については、徴収しないものとす

る。 

 

 



議案第１２号 

 

令和８年度学校給食費の公表について 

 

 豊山町給食センターの設置及び管理に関する条例第４条第１項の規定に基づき、次のとお

り公表することについて、議決を求める。 

 

令和８年３月１９日提出 

 

                     豊山町教育委員会教育長 伊藤 圭樹 

 

提出理由 

 この案を提出するのは、令和８年度の給食費を公表するため必要があるからである。 

  

記 

 

教育委員会公表 

 

令和８年４月１日 

 

豊山町教育委員会教育長 伊藤 圭樹  

記 

 

 豊山町給食センターの設置及び管理に関する条例第４条第１項の規定に基づき、令和８年

度の給食費を次の額以内とする。 

 

令和８年度 学校給食における給食費の額 

小学校 １食当り ３３０円 

中学校 １食当り ３８０円 

 

（参考資料）豊山町給食センターの設置及び管理に関する条例（抜粋） 

（昭和４４年豊山町条例第１号） 

 （給食費） 

第４条 給食費は、給食に要する経費のうち、主食及び副食に係る賄材料費の実費に相当す

る額を基準として、毎年４月１日に公表するものとする。 

２ 前項に掲げる給食費は、児童及び生徒の保護者から徴収するものとする。 



１ 

議案第１３号 

 

豊山町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について 

 

 豊山町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和５９年豊山町教委規則第

１号）を別添のとおり一部改正することについて、議決を求める。   

 

令和８年３月１９日提出 

 

                     豊山町教育委員会教育長  伊藤 圭樹 

 

提出理由 

 この案を提出するのは、東部ゲートボール場の廃止に伴い関係条文を改正する必要がある

からである。 

 



２ 

豊山町教育委員会規則第  号 

 

   豊山町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 豊山町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和５９年豊山町規則第  

１号）の一部を次のように改正する。 

 

第５条第１項及び第６条第１項中「、東部ゲートボール場」を削る。 

別表第１中 

「 

志水テニスコート 軟式テニス・硬式テニス 

東部ゲートボール場 ゲートボール 

」を 

「 

志水テニスコート 軟式テニス・硬式テニス 

                              」に改める。 

 別表第２中 

「 

東部ゲートボール場 年間 午前７時～午後７時 

青山ゲートボール場 

志水ふれあい広場 

」を 

「 

青山ゲートボール場 年間 午前７時～午後７時 

志水ふれあい広場 

」に改める。 

様式第２号（その１）、様式第３号（その１）、様式第６号（その１）及び様式第７号（そ

の１）中 

「 

 



３ 

1 伊勢山スポーツ広場  2 志水テニスコート 

3 東部ゲートボール場  4 青山ゲートボール場 

5 豊山グランド 

6 グランド照明(全面・野球用・ソフト用) 

    (照明時間    時   分 ～   時   分) 

                              」を 

「  

1 伊勢山スポーツ広場  2 志水テニスコート 

3 青山ゲートボール場  4 豊山グランド 

5 グランド照明(全面・野球用・ソフト用) 

    (照明時間    時   分 ～   時   分) 

                              」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の豊山町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規

則の規定に基づいて調整されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、な

お使用することができる。 



４ 

豊山町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（利用者の範囲） （利用者の範囲） 

第５条 伊勢山スポーツ広場、志水テニスコート及び青山ゲー

トボール場の利用は、豊山町に在住又は在勤する成人を責任

者とする個人又は団体に限る。 

第５条 伊勢山スポーツ広場、志水テニスコート、東部ゲート

ボール場及び青山ゲートボール場の利用は、豊山町に在住又

は在勤する成人を責任者とする個人又は団体に限る。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（利用の許可） （利用の許可） 

第６条 伊勢山スポーツ広場、志水テニスコート、青山ゲート

ボール場又は豊山グランドを利用しようとする者は、豊山町

スポーツ施設利用許可申請書（様式第２号。以下「利用許可

申請書」という。）を教育委員会又は指定管理者（以下「指

定管理者等」という。）に提出しなければならない。 

第６条 伊勢山スポーツ広場、志水テニスコート、東部ゲート

ボール場、青山ゲートボール場又は豊山グランドを利用しよ

うとする者は、豊山町スポーツ施設利用許可申請書（様式第

２号。以下「利用許可申請書」という。）を教育委員会又は

指定管理者（以下「指定管理者等」という。）に提出しなけ

ればならない。 

２～８ 略 ２～８ 略 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

施設 利用種目 

屋外ス

ポーツ

施設 

略 略 

志水テニスコート 軟式テニス・硬式テニス 

略 略 
 

施設 利用種目 

屋外ス

ポーツ

施設 

略 略 

志水テニスコート 軟式テニス・硬式テニス 

東部ゲートボール場 ゲートボール 

略 略 
 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

施設 利用期間 利用時間 

屋外ス

ポーツ

略 略 略 

青山ゲートボール場 年間 午前７時～午後７時 

施設 利用期間 利用時間 

屋外ス

ポーツ

略 略 略 

東部ゲートボール場 年間 午前７時～午後７時 



５ 

豊山町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

施設 志水ふれあい広場 

略 略 略 
 

施設 青山ゲートボール場 

志水ふれあい広場 

略 略 略 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 

豊山町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



７ 

豊山町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



８ 

豊山町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



９ 

豊山町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



承認第２号 

 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部改正に係る代決に

ついて 

 

豊山町教育委員会事務決裁規程第５条第１項に基づき、教育長が豊山町立小

学校及び中学校の就学に関する規則の一部改正に係る事務の代決を行ったこと

について、同規程第７条第１項に基づき、承認を求める。 

 

  令和８年３月１９日提出 

 

豊山町教育委員会教育長 伊 藤 圭 樹  

 

提出理由 

この案を提出するのは、豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則の一

部改正について、豊山町教育委員会事務決裁規程第５条第１項に基づき、教育

長が事務の代決を行ったため、同規程第７条第１項により、承認を求める必要

があるからである。 



＜R7.11 総務課作成＞ 

地方公共団体情報システムの標準化に伴う 

例規改正について 

 

１ 改正概要 

  国の地方公共団体情報システムの標準化に伴い、本町は令和８年３月２日に標準化

対応システムへの移行を予定している（一部後日対応）。それに先立ち、１２月議会

に上程した条例案以外の関係例規について、所要の改正（整理例規の制定）を行う。 

 

 

２ 主な改正内容 

① 標準化により統一の新様式が示されたものについて、本町の例規に定められてい

る現行様式から改める改正を行う。 

② 題名が変更された様式について、条文中の題名の改正を行う。 

③ 豊山町立学校通学区域規則を廃止する（町立小学校及び中学校の通学区域を示す

別表を、豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則に追加するため）。 

 

 

３ 該当例規（全１３例規、以下体系順） 

規則（８） 

・豊山町印鑑条例施行規則 

・豊山町保育園管理規則 

・児童福祉法施行細則 

・豊山町児童手当事務処理規則 ※標準化の他に改正理由があるため、個別で附議 

・豊山町介護保険条例施行規則 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 

・身体障害者福祉法施行細則 

・豊山町国民健康保険条例施行規則 

 

教育委員会規則（１） 

・豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則 

 ※豊山町立学校通学区域規則（廃止） 

 

訓令（１） 

・豊山町教育委員会公印規程 

 

告示（３） 

・豊山町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱 

・豊山町介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払い制 

度取扱要綱 

・豊山町社会福祉法人等による利用者負担額軽減実施要綱 

 

 

４ 施行期日 

  令和８年３月２日 

 



１ 

豊山町教育委員会規則第１号 

 

   豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部を改正する規則 

 

 豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則（平成１９年豊山町教育委員会規則第１号）

の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「「学校」という。）」の次に「の通学区域並びに学校」を加える。 

第３条第２項中「豊山町立学校通学区域規則（平成５年豊山町教育委員会規則第４号）に

定める」を「別表第１の」に改める。 

第４条第２項中「就学通知書」を「入学通知書」に改め、同条第３項中「就学通知書」を

「入学通知書」に、「入学通知書」を「転入学通知書」に改める。 

第５条中「別表第１」を「別表第２」に改める。 

第６条第１項中「指定校変更申立理由変更・消滅届」を「指定校変更申請理由変更・消滅

届」に改める。 

第７条第１項中「別表第２」を「別表第３」に改め、同条第２項中「場合は」の次に「、

区域外就学協議書（様式第７号）により」を加え、同条第４項中「様式第７号」を「様式第

８号」に、「別表第２」を「別表第３」に改め、同条第５項中「別表第２」を「別表第３」に

改め、同条第６項中「様式第８号」を「様式第９号」に、「様式第９号」を「様式第１０号」

に改める。 

第８条第１項中「様式第１０号」を「様式第１１号」に改め、同条第３項中「様式第１１

号」を「様式第１２号」に改める。 

第９条第１項中「第４２条」を「第３４条」に、「様式第１２号」を「様式第１３号」に改

め、同条第２項中「様式第１３号」を「様式第１４号」に、「様式第１４号」を「様式第１５

号」に改め、同条第３項中「就学猶予・免除理由消滅届（様式第１５号）」を「就学義務猶予・

免除理由消滅届（様式第１６号）」に改める。 

第１０条中「就学児童生徒異動通知書（様式第１６号）」を「異動通知書（様式第１７号）」

に改める。 

別表第２を別表第３とし、別表第１を別表第２とし、附則の次に次の１表を加える。 

別表第１（第３条関係） 

学校名 通学区域 



２ 

豊山小学校 和合１～１７、８７～１４９ 

新栄１～１９、３８～７８、９７～１３４、１５０～２３８ 

幸田１～１９５ 

大山１～６９ 

及び新栄小学校、志水小学校通学区域に属さない字名、地番 

新栄小学校 青山全域、栄全域、小道全域 

新栄２０～３７、７９～９６、１３５～１４９、２３９～２６８ 

幸田１９６～２１３ 

大山７０～１４１ 

和合１８～８６ 

志水小学校 青塚屋敷全域、下戸全域、野田全域、冨士全域、流川全域、志水全域、高畑

全域、沢口全域、八反全域、山方全域、（磯吉浦全域） 

伊勢山２６１、２６２、２６３―１、２６３―３、２６７、２６８、２６９、

２７２、２８９ 

豊山中学校 豊山町全域 

 様式第１号から様式第１６号までを次のように改める。 
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２２ 

様式第１６号の次に、次の１様式を加える。 



２３ 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年３月２日から施行する。 

 （豊山町立学校通学区域規則の廃止） 

２ 豊山町立学校通学区域規則（平成５年豊山町教育委員会規則第４号）は、廃止する。 

 



２４ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、豊山町立小学校及び中学校（以下「学

校」という。）の通学区域並びに学校に就学する児童及び生

徒に係る学校の指定及び就学に関する事務について、必要な

事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、豊山町立小学校及び中学校（以下「学

校」という。）に就学する児童及び生徒に係る学校の指定及

び就学に関する事務について、必要な事項を定めるものとす

る。 

（通学区域） （通学区域） 

第３条 就学予定者、児童及び生徒の入学すべき学校は、当該

保護者の住所の存する通学区域内の学校とする。 

第３条 就学予定者、児童及び生徒の入学すべき学校は、当該

保護者の住所の存する通学区域内の学校とする。 

２ 前項の通学区域は、別表第１のとおりとする。 ２ 前項の通学区域は、豊山町立学校通学区域規則（平成５年

豊山町教育委員会規則第４号）に定めるとおりとする。 

（学校の指定等） （学校の指定等） 

第４条 豊山町教育委員会（以下「教育委員会」という。）

は、就学予定者、児童及び生徒が就学（転入及び転居に伴う

転学を含む。以下同じ。）する場合においては、前条で定め

る通学区域の学校を入学すべき学校として指定する。ただ

し、児童及び生徒が法第７５条に規定する特別支援学級に就

学するときは、この限りでない。 

第４条 豊山町教育委員会（以下「教育委員会」という。）

は、就学予定者、児童及び生徒が就学（転入及び転居に伴う

転学を含む。以下同じ。）する場合においては、前条で定め

る通学区域の学校を入学すべき学校として指定する。ただ

し、児童及び生徒が法第７５条に規定する特別支援学級に就

学するときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により、就学予定者の学校の指定を行ったとき

は、施行令第５条第１項の規定に基づき、入学通知書（様式

第１号）をもって入学すべき学校及び入学期日を当該保護者

及び校長に通知するものとする。 

２ 前項の規定により、就学予定者の学校の指定を行ったとき

は、施行令第５条第１項の規定に基づき、就学通知書（様式

第１号）をもって入学すべき学校及び入学期日を当該保護者

及び校長に通知するものとする。 

３ 前項の規定に基づき入学すべき学校の指定通知を行った日

の翌日以後の新たな就学予定者、入学期日以後に転入又は転

居した児童及び生徒（転居の生徒を除く。）並びに施行令第

３ 前項の規定に基づき入学すべき学校の指定通知を行った日

の翌日以後の新たな就学予定者、入学期日以後に転入又は転

居した児童及び生徒（転居の生徒を除く。）並びに施行令第



２５ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

６条第２号から第７号までの各号の規定に該当する者につい

ては、前項の入学通知書によらず、転入学通知書（様式第２

号）をもって当該保護者及び校長に通知するものとする。 

６条第２号から第７号までの各号の規定に該当する者につい

ては、前項の就学通知書によらず、入学通知書（様式第２

号）をもって当該保護者及び校長に通知するものとする。 

（学校の指定変更） （学校の指定変更） 

第５条 施行令第８条の規定により前条第１項の規定により指

定された学校（以下「指定校」という。）を変更しようとす

るときは、保護者は教育委員会に申立をするものとし、教育

委員会は、その申立の内容が別表第２に定める承諾基準に該

当すると認めるときは、指定校を変更するものとする。 

第５条 施行令第８条の規定により前条第１項の規定により指

定された学校（以下「指定校」という。）を変更しようとす

るときは、保護者は教育委員会に申立をするものとし、教育

委員会は、その申立の内容が別表第１に定める承諾基準に該

当すると認めるときは、指定校を変更するものとする。 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項の規定による保護者の申立は、指定校変更申立書

（様式第３号）に別表第２に定める添付書類を教育委員会に

提出することにより行うものとする。 

３ 第１項の規定による保護者の申立は、指定校変更申立書

（様式第３号）に別表第１に定める添付書類を教育委員会に

提出することにより行うものとする。 

４ 教育委員会は、前項の規定による申立書を受け付けたとき

は、その翌日から起算して１４日以内にその申立の内容が別

表第２に定める承諾基準に該当すると認められるか否かを審

査し、指定校の変更承諾の可否を決定するものとする。 

４ 教育委員会は、前項の規定による申立書を受け付けたとき

は、その翌日から起算して１４日以内にその申立の内容が別

表第１に定める承諾基準に該当すると認められるか否かを審

査し、指定校の変更承諾の可否を決定するものとする。 

５ 略 ５ 略 

（学校の指定変更の取消し等） （学校の指定変更の取消し等） 

第６条 指定校の変更承諾を受けた保護者が当該申立の内容の

事実が消滅したとき又は内容の事実の変更が生じたときは、

指定校変更申請理由変更・消滅届（様式第６号）をもって速

やかに教育委員会に届け出なければならない。 

第６条 指定校の変更承諾を受けた保護者が当該申立の内容の

事実が消滅したとき又は内容の事実の変更が生じたときは、

指定校変更申立理由変更・消滅届（様式第６号）をもって速

やかに教育委員会に届け出なければならない。 

２ 略 ２ 略 



２６ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（区域外就学） （区域外就学） 

第７条 町内に住所を有しない児童及び生徒を学校に就学させ

ようとする保護者は、教育委員会に申立をするものとし、教

育委員会は、その申立の内容が別表第３に定める承諾基準に

該当すると認めるときは、これを承諾するものとする。 

第７条 町内に住所を有しない児童及び生徒を学校に就学させ

ようとする保護者は、教育委員会に申立をするものとし、教

育委員会は、その申立の内容が別表第２に定める承諾基準に

該当すると認めるときは、これを承諾するものとする。 

２ 教育委員会は、施行令第９条第２項の規定に基づき、前項

の規定による区域外就学の承諾を与えようとする場合は、区

域外就学協議書（様式第７号）により、あらかじめ当該児童

及び生徒の住所の存する市町村の教育委員会に協議するもの

とする。 

２ 教育委員会は、施行令第９条第２項の規定に基づき、前項

の規定による区域外就学の承諾を与えようとする場合は、あ

らかじめ当該児童及び生徒の住所の存する市町村の教育委員

会に協議するものとする。 

３ 略 ３ 略 

４ 第１項の規定による保護者の申立は、区域外就学申立書

（様式第８号）に別表第３に定める添付書類を教育委員会に

提出することにより行うものとする。 

４ 第１項の規定による保護者の申立は、区域外就学申立書

（様式第７号）に別表第２に定める添付書類を教育委員会に

提出することにより行うものとする。 

５ 教育委員会は、前項の規定による申立書を受け付けたとき

は、その翌日から起算して１４日以内にその申立の内容が別

表第３に定める承諾基準に該当すると認められるか否かを審

査し、区域外就学の承諾の可否を決定するものとする。 

５ 教育委員会は、前項の規定による申立書を受け付けたとき

は、その翌日から起算して１４日以内にその申立の内容が別

表第２に定める承諾基準に該当すると認められるか否かを審

査し、区域外就学の承諾の可否を決定するものとする。 

６ 教育委員会は、前項の規定により区域外就学を承諾した場

合には区域外就学承諾通知書（様式第９号）により、また、

区域外就学を承諾しない場合には区域外就学不承諾通知書

（様式第１０号）により、当該保護者及び学校長に通知しな

ければならない。 

６ 教育委員会は、前項の規定により区域外就学を承諾した場

合には区域外就学承諾通知書（様式第８号）により、また、

区域外就学を承諾しない場合には区域外就学不承諾通知書

（様式第９号）により、当該保護者及び学校長に通知しなけ

ればならない。 

（区域外就学の取消し等） （区域外就学の取消し等） 



２７ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

第８条 区域外就学の承諾を与えられた保護者が当該申立の内

容の事実が消滅したとき又は申立内容の事実に変更が生じた

ときは、区域外就学申請理由変更・消滅届（様式第１１号）

をもって速やかに教育委員会に届け出なければならない。 

第８条 区域外就学の承諾を与えられた保護者が当該申立の内

容の事実が消滅したとき又は申立内容の事実に変更が生じた

ときは、区域外就学申立理由変更・消滅届（様式第１０号）

をもって速やかに教育委員会に届け出なければならない。 

２ 略 ２ 略 

３ 教育委員会は、前項の規定により区域外就学の承諾を取り

消したときは、区域外就学承諾取消通知書（様式第１２号）

をもって当該保護者、就学している学校の校長に通知すると

ともに、併せて当該児童及び生徒の住所の存する市町村教育

委員会に通知するものとする。 

３ 教育委員会は、前項の規定により区域外就学の承諾を取り

消したときは、区域外就学承諾取消通知書（様式第１１号）

をもって当該保護者、就学している学校の校長に通知すると

ともに、併せて当該児童及び生徒の住所の存する市町村教育

委員会に通知するものとする。 

（就学義務の猶予及び免除） （就学義務の猶予及び免除） 

第９条 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）

第３４条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を願

い出るときは、就学義務猶予・免除願い出書（様式第１３

号）に医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書

類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。 

第９条 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）

第４２条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除を願

い出るときは、就学義務猶予・免除願い出書（様式第１２

号）に医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書

類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の願い出書を受け付けたときは、その

翌日から起算して１４日以内にその願い出の内容を審査し、

就学義務の猶予又は免除を認めた場合には就学義務猶予・免

除通知書（様式第１４号）により、また、就学義務の猶予又

は免除を認めない場合には就学義務猶予・免除不承認通知書

（様式第１５号）により、当該保護者及び入学すべき学校の

校長に通知するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の願い出書を受け付けたときは、その

翌日から起算して１４日以内にその願い出の内容を審査し、

就学義務の猶予又は免除を認めた場合には就学義務猶予・免

除通知書（様式第１３号）により、また、就学義務の猶予又

は免除を認めない場合には就学義務猶予・免除不承認通知書

（様式第１４号）により、当該保護者及び入学すべき学校の

校長に通知するものとする。 

３ 就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該猶予又は ３ 就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該猶予又は



２８ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

免除の理由が消滅したときは、就学義務猶予・免除理由消滅

届（様式第１６号）をもって速やかに教育委員会に届け出な

ければならない。 

免除の理由が消滅したときは、就学猶予・免除理由消滅届

（様式第１５号）をもって速やかに教育委員会に届け出なけ

ればならない。 

４ 略 ４ 略 

（児童生徒の異動通知） （児童生徒の異動通知） 

第１０条 第４条第３項に定める場合を除き、入学期日以後の

児童及び生徒の就学に関する異動事項の学校への通知につい

ては、異動通知書（様式第１７号）をもって処理する。 

第１０条 第４条第３項に定める場合を除き、入学期日以後の

児童及び生徒の就学に関する異動事項の学校への通知につい

ては、就学児童生徒異動通知書（様式第１６号）をもって処

理する。 

別表第１（第３条関係）  



２９ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 

学校名 通学区域 

豊山小学校 和合１～１７、８７～１４９ 

新栄１～１９、３８～７８、９７～１３４、 

１５０～２３８ 

幸田１～１９５ 

大山１～６９ 

及び新栄小学校、志水小学校通学区域に属さな

い字名、地番 

新栄小学校 青山全域、栄全域、小道全域 

新栄２０～３７、７９～９６、１３５～１４９、

２３９～２６８ 

幸田１９６～２１３ 

大山７０～１４１ 

和合１８～８６ 

志水小学校 青塚屋敷全域、下戸全域、野田全域、冨士全域、

流川全域、志水全域、高畑全域、沢口全域、八反

全域、山方全域、（磯吉浦全域） 

伊勢山２６１、２６２、２６３―１、２６３―３、

２６７、２６８、２６９、２７２、２８９ 

豊山中学校 豊山町全域 

 

別表第２（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

略 略 

別表第３（第７条関係） 別表第２（第７条関係） 

略 略 

 



３０ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  

 



３１ 

 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  



３２ 

 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  



３３ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

 

 

 



３４ 

 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

 

 



３５ 

 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  



３６ 

 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

 

 

 

 

 



３７ 

 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  



３８ 

 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  



３９ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  

 



４０ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  

 



４１ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  



４２ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  

 



４３ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  

 



４４ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  

 



４５ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  

 



４６ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  

 



４７ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  

 



４８ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  

 



４９ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  

 



５０ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  

 



５１ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  

 



５２ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  

 



５３ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

  

 



５４ 

豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則一部改正新旧対照表 

新 旧 

 

 

 

 

 

 



 参考資料 

地方公共団体情報システムの標準化に伴う 

例規改正について 

 

１ 改正概要 

  国の地方公共団体情報システムの標準化に伴い、本町は令和８年３月２日に標準化

対応システムへの移行を予定している（一部後日対応）。それに先立ち、１２月議会

に上程した条例案以外の関係例規について、所要の改正（整理例規の制定）を行う。 

 

 

２ 主な改正内容 

① 標準化により統一の新様式が示されたものについて、本町の例規に定められてい

る現行様式から改める改正を行う。 

② 題名が変更された様式について、条文中の題名の改正を行う。 

③ 豊山町立学校通学区域規則を廃止する（町立小学校及び中学校の通学区域を示す

別表を、豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則に追加するため）。 

 

 

３ 該当例規（全１３例規、以下体系順） 

規則（８） 

・豊山町印鑑条例施行規則 

・豊山町保育園管理規則 

・児童福祉法施行細則 

・豊山町児童手当事務処理規則 ※標準化の他に改正理由があるため、個別で附議 

・豊山町介護保険条例施行規則 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 

・身体障害者福祉法施行細則 

・豊山町国民健康保険条例施行規則 

 

教育委員会規則（１） 

・豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則 

 ※豊山町立学校通学区域規則（廃止） 

 

訓令（１） 

・豊山町教育委員会公印規程 

 

告示（３） 

・豊山町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱 

・豊山町介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払い制 

度取扱要綱 

・豊山町社会福祉法人等による利用者負担額軽減実施要綱 

 

 

４ 施行期日 

  令和８年３月２日 
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○豊山町教育委員会事務決裁規程 

平成８年３月２５日 

教委訓令第１号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、教育委員会及び教育長の権限に属

する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 事務局長 豊山町教育委員会事務局組織規則（平成８年豊山町教育委員会規則第

５号。以下「事務局規則」という。）第８条第１項に規定する事務局長をいう。 

（２） 教育参事 事務局規則第８条第３項に規定する教育参事をいう。 

（３） 課長 事務局規則第８条第１項に規定する課長及び所長をいう。 

（４） 出先機関 事務局規則第２条第２項に規定する社会教育センターをいう。 

（決裁の効力） 

第３条 この規程に基づいてなされた専決権者の決裁は、教育委員会の決裁と同一の効力を

有するものとする。 

（専決事項） 

第４条 各職位は、別表第１及び別表第２に定める決裁区分に属する事務を専決することが

できる。ただし、重要若しくは異例と認められる事項、新規の事項又は疑義のある事項に

ついては、専決することができない。 

（代決） 

第５条 教育長は、教育委員会が処理すべき事務について、緊急やむを得ない事情により教

育委員会の会議に付するいとまのないときは、その事務を代決することができる。 

２ 教育長が不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。 

３ 事務局長が不在のときは、その事務を分掌する課長がその事務を代決することができる。 

４ 課長が不在のときは、その事務を分掌するグループ長がその事務を代決することができ
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る。 

（代決の制限） 

第６条 代決は特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、

重要若しくは異例と認められる事項、新規の事項又は疑義のある事項については、あらか

じめその処理について指示を受けたもののほかは代決することができない。 

（報告及び後閲等） 

第７条 教育長は、第５条第１項の規定により事務を代決したときは、これを次の教育委員

会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、代決した事案については、速やかに当該事務の専決権者の

後閲を受けなければならない。 

（権限の行使） 

第８条 この規程に定めるもののほか、事務の執行については、豊山町の決裁規程の例によ

る。 

附 則 

この訓令は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年４月１日教委訓令第１号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１４年９月２７日教委訓令第２号） 

この規程は、平成１４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月３日教委訓令第１号） 

この訓令は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２６日教委訓令第４号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日教委訓令第２号） 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３０日教委訓令第１号） 

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 
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附 則（平成３１年３月２９日教委訓令第１号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３０日教委訓令第１号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月３０日教委訓令第１号） 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２９日教委訓令第１号） 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

共通決裁事案 

１ 庶務に関する事項 

決裁区分 

決裁事項 

教育長 事務局長 課長 備考 

方

針

及

び

計

画 

１ 事務の実施方針及び計画

を決定すること。 

重要なもの 軽易なもの   

２ 既定方針及び計画に基づ

く事務事業を実施するこ

と。 

重要なもの 定例的かつ軽

易なもの 

  

陳

情

要

望 

３ 教育行政に関する陳情及

び要望事項を処理するこ

と。 

重要なもの 軽易なもの   

会

議

等 

４ 各種委員会等の開催、行

事及び催物の開催をするこ

と。 

重要なもの 定例的かつ軽

易なもの 

  

法 ５ 告示、その他の公示をす重要なもの 定例的なもの 軽易なもの  
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制 ること。 

６ 通達、要綱等の制定、改

廃をすること。 

重要なもの 軽易なもの   

公

印 

７ 公印の制定改廃をするこ

と。 

○    

文

書

の

処

理 

８ 許可、認可、承認等の行

政処分を行うこと。 

重要なもの 定例的なもの 軽易なもの  

９ 訴えの提起、応訴、和解

及び調停をすること。 

○    

１０ 申請、照会、報告、通

知等を行うこと。 

重要なもの 定例的なもの 軽易なもの  

１１ 公簿の閲覧を許可する

こと。 

  ○  

１２ 公簿による証明を行う

こと。 

  ○  

１３ 公簿によらない証明を

行うこと。 

重要なもの 定例的なもの 軽易なもの  

１４ 主管業務にかかる原

簿、台帳等を作成し、保管

すること。 

重要なもの 定例的なもの 軽易なもの  

１５ 出版物の刊行を決定す

ること。 

重要なもの 定例的なもの 軽易なもの  

１６ 後援をすること。 重要なもの  定例的なもの  

１７ 個人情報の開示決定等

に関すること。 

重要なもの 定例的なもの  総務課長に合

議 

備考 この表において、「○」とは全部をいう。 

２ 人事に関する事項 
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決裁区分 

決裁事項 

教育長 事務局長 課長 備考 

休

暇

等 

１ 条例、規則で定められた

休暇を承認すること。 

事務局長等 課長 出先機関の長

以下 

 

２ 職務免除を承認するこ

と。 

○    

服

務 

３ 宿泊を要する旅行を命令

し、復命を受けること（内

国旅行に限る。）。 

事務局長等 課長 出先機関の長

以下 

 

４ 宿泊を要しない旅行を命

令し、復命を受けること（内

国旅行に限る。）。 

事務局長等 課長 出先機関の長

以下 

 

５ 時間外勤務を命令するこ

と。 

  ○  

６ 時間外勤務実績を報告す

ること。 

  ○  

備考 

１ この表において、「事務局長等」とは、事務局長及び教育参事をいう。 

２ この表において、「○」とは全部をいう。 

別表第２（第４条関係） 

個別決裁事案 

１ 学校教育課に関する事項 

決裁区分 

決裁事項 

事務局長 課長 備考 

庶務 １ 教育委員の秘書的

事務を処理すること。 

 ○  

２ 教育関係職員の研 ○   
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修計画を立案するこ

と。 

３ 教育行政資料を収

集すること。 

 ○  

４ 校舎その他の設備

及び教材教具の整備

計画を立案すること。 

○   

学校

教育 

５ 独立行政法人日本

スポーツ振興センタ

ーの給付金の請求を

すること。 

 ○  

６ 就学援助の認定を

すること。 

 ○  

７ 教科用図書の給与

に関すること。 

 ○  

備考 この表において、「○」とは全部をいう。 

２ 生涯学習課に関する事項 

決裁区分 

決裁事項 

事務局長 課長 備考 

社会

教育 

１ 社会教育事業の年

間事業計画を立案す

ること。 

○   

２ 公民館事業の実施

計画を決定すること。 

○   

３ 公民館事業を実施

すること。 

 ○  

４ 青少年教育、女性教 ○   
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育及び成人教育事業

の実施計画を決定す

ること。 

５ 青少年教育、女性教

育及び成人教育事業

の実施をすること。 

 ○  

６ 文化財保護事業の

実施計画を決定する

こと。 

○   

７ 文化財保護事業の

実施をすること。 

 ○  

８ 芸術及び文化の振

興の実施計画を決定

すること。 

○   

９ 芸術及び文化の振

興の実施をすること。 

 ○  

社会

体育 

１０ 社会体育事業の

実施計画を決定する

こと。 

○   

１１ 社会体育事業の

実施をすること。 

 ○  

１２ 体育施設の使用

許可に関すること。 

 ○  

１３ 学校体育施設の

開放の使用許可に関

すること。 

 ○  

学供 １４ 供用施設の使用  ○  
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許可に関すること。 

備考 

１ この表において、「○」とは全部をいう。 

２ 決裁事項の内容が軽易であり、かつ、教育長が必要であると認めたときは、決裁区

分の「課長」を「出先機関の長」に読み替えるものとする。 

 



報告第１０号 

 

令和７年度教育支援センター「しいのき」の運営・活動実績について 

 

令和７年度教育支援センター「しいのき」の運営・活動実績について、別紙のとおり報告

します。 



報告第１１号 

 

豊山町教育委員会公印規程の一部改正について 

 

 豊山町教育委員会公印規程の一部改正について報告します。 



＜R7.11 総務課作成＞ 

地方公共団体情報システムの標準化に伴う 

例規改正について 

 

１ 改正概要 

  国の地方公共団体情報システムの標準化に伴い、本町は令和８年３月２日に標準化

対応システムへの移行を予定している（一部後日対応）。それに先立ち、１２月議会

に上程した条例案以外の関係例規について、所要の改正（整理例規の制定）を行う。 

 

 

２ 主な改正内容 

① 標準化により統一の新様式が示されたものについて、本町の例規に定められてい

る現行様式から改める改正を行う。 

② 題名が変更された様式について、条文中の題名の改正を行う。 

③ 豊山町立学校通学区域規則を廃止する（町立小学校及び中学校の通学区域を示す

別表を、豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則に追加するため）。 

 

 

３ 該当例規（全１３例規、以下体系順） 

規則（８） 

・豊山町印鑑条例施行規則 

・豊山町保育園管理規則 

・児童福祉法施行細則 

・豊山町児童手当事務処理規則 ※標準化の他に改正理由があるため、個別で附議 

・豊山町介護保険条例施行規則 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 

・身体障害者福祉法施行細則 

・豊山町国民健康保険条例施行規則 

 

教育委員会規則（１） 

・豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則 

 ※豊山町立学校通学区域規則（廃止） 

 

訓令（１） 

・豊山町教育委員会公印規程 

 

告示（３） 

・豊山町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱 

・豊山町介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払い制 

度取扱要綱 

・豊山町社会福祉法人等による利用者負担額軽減実施要綱 

 

 

４ 施行期日 

  令和８年３月２日 

 



１ 

豊山町訓令第１号 

 

本  庁  

出先機関 

  

  

 

 豊山町教育委員会公印規程（昭和４７年豊山町訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

 

  令和８年３月２日 

 

豊山町長 服 部 正 樹  

 

 第８条第１項中「印刷用凸版」の次に「若しくは電子印」を加える。 

 

   附 則 

 この訓令は、令和８年３月２日から施行する。 

 



２ 

豊山町教育委員会公印規程の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（模造公印） （模造公印） 

第８条 処務の便宜のため教育長印、教育委員会印及び教育長

職務代理者印の印刷用凸版若しくは電子印（以下「模造公印」

という。）の作成又は改刻については、前３条の規定を準用

する。 

第８条 処務の便宜のため教育長印、教育委員会印及び教育長

職務代理者印の印刷用凸版（以下「模造公印」という。）の

作成又は改刻については、前３条の規定を準用する。 

２ 略 ２ 略 

 



 参考資料 

地方公共団体情報システムの標準化に伴う 

例規改正について 

 

１ 改正概要 

  国の地方公共団体情報システムの標準化に伴い、本町は令和８年３月２日に標準化

対応システムへの移行を予定している（一部後日対応）。それに先立ち、１２月議会

に上程した条例案以外の関係例規について、所要の改正（整理例規の制定）を行う。 

 

 

２ 主な改正内容 

① 標準化により統一の新様式が示されたものについて、本町の例規に定められてい

る現行様式から改める改正を行う。 

② 題名が変更された様式について、条文中の題名の改正を行う。 

③ 豊山町立学校通学区域規則を廃止する（町立小学校及び中学校の通学区域を示す

別表を、豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則に追加するため）。 

 

 

３ 該当例規（全１３例規、以下体系順） 

規則（８） 

・豊山町印鑑条例施行規則 

・豊山町保育園管理規則 

・児童福祉法施行細則 

・豊山町児童手当事務処理規則 ※標準化の他に改正理由があるため、個別で附議 

・豊山町介護保険条例施行規則 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 

・身体障害者福祉法施行細則 

・豊山町国民健康保険条例施行規則 

 

教育委員会規則（１） 

・豊山町立小学校及び中学校の就学に関する規則 

 ※豊山町立学校通学区域規則（廃止） 

 

訓令（１） 

・豊山町教育委員会公印規程 

 

告示（３） 

・豊山町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱 

・豊山町介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払い制 

度取扱要綱 

・豊山町社会福祉法人等による利用者負担額軽減実施要綱 

 

 

４ 施行期日 

  令和８年３月２日 
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○豊山町教育委員会事務決裁規程 

平成８年３月２５日 

教委訓令第１号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、教育委員会及び教育長の権限に属

する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 事務局長 豊山町教育委員会事務局組織規則（平成８年豊山町教育委員会規則第

５号。以下「事務局規則」という。）第８条第１項に規定する事務局長をいう。 

（２） 教育参事 事務局規則第８条第３項に規定する教育参事をいう。 

（３） 課長 事務局規則第８条第１項に規定する課長及び所長をいう。 

（４） 出先機関 事務局規則第２条第２項に規定する社会教育センターをいう。 

（決裁の効力） 

第３条 この規程に基づいてなされた専決権者の決裁は、教育委員会の決裁と同一の効力を

有するものとする。 

（専決事項） 

第４条 各職位は、別表第１及び別表第２に定める決裁区分に属する事務を専決することが

できる。ただし、重要若しくは異例と認められる事項、新規の事項又は疑義のある事項に

ついては、専決することができない。 

（代決） 

第５条 教育長は、教育委員会が処理すべき事務について、緊急やむを得ない事情により教

育委員会の会議に付するいとまのないときは、その事務を代決することができる。 

２ 教育長が不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。 

３ 事務局長が不在のときは、その事務を分掌する課長がその事務を代決することができる。 

４ 課長が不在のときは、その事務を分掌するグループ長がその事務を代決することができ
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る。 

（代決の制限） 

第６条 代決は特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、

重要若しくは異例と認められる事項、新規の事項又は疑義のある事項については、あらか

じめその処理について指示を受けたもののほかは代決することができない。 

（報告及び後閲等） 

第７条 教育長は、第５条第１項の規定により事務を代決したときは、これを次の教育委員

会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、代決した事案については、速やかに当該事務の専決権者の

後閲を受けなければならない。 

（権限の行使） 

第８条 この規程に定めるもののほか、事務の執行については、豊山町の決裁規程の例によ

る。 

附 則 

この訓令は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年４月１日教委訓令第１号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１４年９月２７日教委訓令第２号） 

この規程は、平成１４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月３日教委訓令第１号） 

この訓令は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２６日教委訓令第４号） 

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日教委訓令第２号） 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３０日教委訓令第１号） 

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 
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附 則（平成３１年３月２９日教委訓令第１号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３０日教委訓令第１号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月３０日教委訓令第１号） 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２９日教委訓令第１号） 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

共通決裁事案 

１ 庶務に関する事項 

決裁区分 

決裁事項 

教育長 事務局長 課長 備考 

方

針

及

び

計

画 

１ 事務の実施方針及び計画

を決定すること。 

重要なもの 軽易なもの   

２ 既定方針及び計画に基づ

く事務事業を実施するこ

と。 

重要なもの 定例的かつ軽

易なもの 

  

陳

情

要

望 

３ 教育行政に関する陳情及

び要望事項を処理するこ

と。 

重要なもの 軽易なもの   

会

議

等 

４ 各種委員会等の開催、行

事及び催物の開催をするこ

と。 

重要なもの 定例的かつ軽

易なもの 

  

法 ５ 告示、その他の公示をす重要なもの 定例的なもの 軽易なもの  
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制 ること。 

６ 通達、要綱等の制定、改

廃をすること。 

重要なもの 軽易なもの   

公

印 

７ 公印の制定改廃をするこ

と。 

○    

文

書

の

処

理 

８ 許可、認可、承認等の行

政処分を行うこと。 

重要なもの 定例的なもの 軽易なもの  

９ 訴えの提起、応訴、和解

及び調停をすること。 

○    

１０ 申請、照会、報告、通

知等を行うこと。 

重要なもの 定例的なもの 軽易なもの  

１１ 公簿の閲覧を許可する

こと。 

  ○  

１２ 公簿による証明を行う

こと。 

  ○  

１３ 公簿によらない証明を

行うこと。 

重要なもの 定例的なもの 軽易なもの  

１４ 主管業務にかかる原

簿、台帳等を作成し、保管

すること。 

重要なもの 定例的なもの 軽易なもの  

１５ 出版物の刊行を決定す

ること。 

重要なもの 定例的なもの 軽易なもの  

１６ 後援をすること。 重要なもの  定例的なもの  

１７ 個人情報の開示決定等

に関すること。 

重要なもの 定例的なもの  総務課長に合

議 

備考 この表において、「○」とは全部をいう。 

２ 人事に関する事項 
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決裁区分 

決裁事項 

教育長 事務局長 課長 備考 

休

暇

等 

１ 条例、規則で定められた

休暇を承認すること。 

事務局長等 課長 出先機関の長

以下 

 

２ 職務免除を承認するこ

と。 

○    

服

務 

３ 宿泊を要する旅行を命令

し、復命を受けること（内

国旅行に限る。）。 

事務局長等 課長 出先機関の長

以下 

 

４ 宿泊を要しない旅行を命

令し、復命を受けること（内

国旅行に限る。）。 

事務局長等 課長 出先機関の長

以下 

 

５ 時間外勤務を命令するこ

と。 

  ○  

６ 時間外勤務実績を報告す

ること。 

  ○  

備考 

１ この表において、「事務局長等」とは、事務局長及び教育参事をいう。 

２ この表において、「○」とは全部をいう。 

別表第２（第４条関係） 

個別決裁事案 

１ 学校教育課に関する事項 

決裁区分 

決裁事項 

事務局長 課長 備考 

庶務 １ 教育委員の秘書的

事務を処理すること。 

 ○  

２ 教育関係職員の研 ○   
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修計画を立案するこ

と。 

３ 教育行政資料を収

集すること。 

 ○  

４ 校舎その他の設備

及び教材教具の整備

計画を立案すること。 

○   

学校

教育 

５ 独立行政法人日本

スポーツ振興センタ

ーの給付金の請求を

すること。 

 ○  

６ 就学援助の認定を

すること。 

 ○  

７ 教科用図書の給与

に関すること。 

 ○  

備考 この表において、「○」とは全部をいう。 

２ 生涯学習課に関する事項 

決裁区分 

決裁事項 

事務局長 課長 備考 

社会

教育 

１ 社会教育事業の年

間事業計画を立案す

ること。 

○   

２ 公民館事業の実施

計画を決定すること。 

○   

３ 公民館事業を実施

すること。 

 ○  

４ 青少年教育、女性教 ○   



豊山町教育委員会事務決裁規程 

7/8 

育及び成人教育事業

の実施計画を決定す

ること。 

５ 青少年教育、女性教

育及び成人教育事業

の実施をすること。 

 ○  

６ 文化財保護事業の

実施計画を決定する

こと。 

○   

７ 文化財保護事業の

実施をすること。 

 ○  

８ 芸術及び文化の振

興の実施計画を決定

すること。 

○   

９ 芸術及び文化の振

興の実施をすること。 

 ○  

社会

体育 

１０ 社会体育事業の

実施計画を決定する

こと。 

○   

１１ 社会体育事業の

実施をすること。 

 ○  

１２ 体育施設の使用

許可に関すること。 

 ○  

１３ 学校体育施設の

開放の使用許可に関

すること。 

 ○  

学供 １４ 供用施設の使用  ○  
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許可に関すること。 

備考 

１ この表において、「○」とは全部をいう。 

２ 決裁事項の内容が軽易であり、かつ、教育長が必要であると認めたときは、決裁区

分の「課長」を「出先機関の長」に読み替えるものとする。 

 



報告第１２号 

 

   小中学校学年末・学年始休業期間における指導計画について 

 

 令和８年３月２５日から始まる豊山町立小学校及び中学校の小中学校学年末・学年始休業

期間中における児童生徒の生活指導、学校運営計画について、各小学校・中学校長より提出

がありましたので、別紙のとおり報告します。 

 



 

報告第１３号 

 

令和７年度第４回豊山町給食センター運営委員会について 

 

 令和７年度第４回豊山町給食センター運営委員会を開催しましたので、下記のとお

り報告します。 

 

記 

 

１ 開催日時  令和８年２月１８日（水）午後２時３０分～午後３時１５分 

 

２ 開催場所  豊山町給食センター 研修室 

 

３ 出 席 者 

（委 員） 上原正子（委員長）、志水千鶴（副委員長）、後藤祥子、池田いずみ、 

岡 泰宏、杉 直哉、尾崎理恵 

  （事務局） 伊藤圭樹（教育長）小塚和宣（教育委員会事務局長）、 

        牛田彰和（給食センター所長） 

 

４ 欠 席 者 

（委 員） 服部いづみ、伊藤英紀 

 

５ 議  題 （１）学校給食費の改定結果について 

       （２）令和７年度学校給食事業（中間報告）について 

       （３）令和８年度学校給食事業（案）について 

       （４）その他 

 

６ 議事内容【抜粋】 

（１）学校給食費の改定結果について 

 ・前回の運営委員会で審議いただいた学校給食費の改定について、教育委員会定

例会に議案として提出し、質疑はなく承認されたことを報告した。 

 

（２）令和７年度学校給食事業（中間報告）について 

・委員から、「献立委員会の保護者代表の委員は各校から出席しているのか」と

の質問があり、「町内 4校のうち、2つの学校から１名ずつ出席している」と回

答した。 

 

（３）令和８年度学校給食事業（案）について 

・委員から「食育への取り組みとして、小学校の児童が給食センターへ見学に来



る場合と、給食センターから栄養教諭が学校へ説明に出向く場合とあるが、来

年度はどのような区分けになるのか。」と質問があり、「特に区分けはなく、児

童が給食センターに来ることができない学校については、学校間の均衡を図る

ためセンターから職員が出向き食育の話を行っている。給食センターとしては、

各学校からいつでも見学にきてほしいと考えている。」と回答した。 

・委員から「給食センターを一般の方が見学する場合の周知方法」について質問

があり、「町ホームページへの掲載及び町広報誌への年１回の掲載を行ってい

る。今後、ＳＮＳを活用した発信も行いたい。」と回答した。 

・委員から「栄養教諭の学校での食育について、児童生徒の他、保護者に対して

も食育ができないか。子供達にも食事の大切さが届き、保護者に対しても家庭

での食事の面での注意喚起につながると思う。」との意見があった。 

 

（４）その他 

  特になし 

 


